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文教厚生委員会 会議録

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和７年８月２５日（月）

午前９時３０分開会、午前１１時３０分閉会

場 所 第２委員会室

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 協議事項

（１）教育委員会関係

（２）保健福祉部関係

（３）こども未来部関係

（４）その他

４ 閉 会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（７名）

委員長 田中 義法

副委員長 矢口 勝雄

委 員 吉田 千鶴子

委 員 勝田 達也

委 員 福田 勝夫

委 員 平岡 房子

委 員 根本 法子

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠席委員（１名）

委 員 鈴木 一彦

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者（２３名）

保健福祉部長 水田 和広

社会福祉課長 川村 明弘
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障害福祉課長 白田 博規

高齢福祉課長 中山 悟

国保年金課長 武井 衛

健康増進課長 佐藤 千加子

こども未来部長 真家 達成

こども政策課長 細野 賢司

こども包括支援課長 直井 洋明

保育課長 塚本 富美代

教育長 入野 浩美

教育部長 加藤 史子

参事 中島 健一郎

教育総務課長 山口 晃一

学務課長 塚本 耕司

学校給食センター所長 渡辺 直子

生涯学習課長 矢内 良則

図書館長 武藤 修美

文化振興課長 佐賀 憲一

博物館副館長 関口 満

上高津貝塚ふるさと歴史の広場副館長 比毛 君男

スポーツ振興課長 日髙 寿志

指導課長 郡司 茂樹

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

主 幹 高橋 陽平

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○田中委員長 ただ今から文教厚生員会を開会いたします。本日は鈴木議員が欠席で

ございます。それでは、説明に入ります。説明の順番は、教育委員会、保健福祉部、

こども未来部となります。まず教育委員会の案件について協議を行います。資料は、

文教厚生委員会、令和７年、８月２５日、教育委員会をお願いいたします。早速、議
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案関係に入ります。土浦市荒川沖地区学習等供用施設条例の一部改正について執行部

より説明をお願いいたします。

○矢内生涯学習課長 土浦市荒川沖地区学習等供用施設条例の一部改正について説

明させていただきます。資料の１をお願いいたします。荒川沖地区学習等供用施設は、

市民の学習や集会などの地域活動や交流の場を提供するための施設で、荒川沖の東部

地区と西部地区に設置し、それぞれ地域の住民で組織する運営委員会が指定管理者と

して施設管理を行っております。この施設は主に地域の集会所と同様に利用されてい

るため、東部地区学習等供用施設につきましては、令和５年度に公共施設等再編・再

配置計画におきまして、地元へ譲渡又は移管する方針が示されました。それを受けま

して、地元町内会と協議を進めた結果、令和１２年に地元へ移管する方向性が決定し

たところでございます。指定管理期間が令和８年３月末をもって満了し、更新の時期

を迎えますが、本条例では指定管理期間を１０年と定めておりますことから、施設の

移管時期に合わせ柔軟に指定管理期間を短縮できるよう、一部改正するものでござい

ます。東部地区の学習施設の概要につきましては、記載のとおりでございます。２番

の改正の内容ですが、１０年と定められた指定管理期間につきまして、必要があると

認めるときは短縮できる規定を追加いたします。そのほか文言の整理等を行います。

詳細につきましては、資料①－２及び３の条例案文と新旧対照表を御参照願います。

施行日は、令和８年４月１日でございます。なお、今後のスケジュールにつきまして

は、今年度末の指定管理期間満了後、令和１０年度までの３年間、指定管理期間を更

新し、１１年度に市で建物を解体します。土地を地域に有償譲渡した上で、１２年度

に新たな公民館を建築し、その後地域の公民館として運用していただく予定でござい

ます。

○田中委員長 委員の皆様、質問等はございますか。

○勝田委員 基本的なことで教えてください。土地のほうを地元に有償譲渡されて、

その後新築をして移管をしていくということだと思いますが、運営費や建物の所有と

いうのは市になるのでしょうか。要するに固定資産税関係とか、土地を譲渡したら掛

かると思いますが、そういったものは地元が持っていったり、補修なども今後必要に

なると思いますが、そういったものは地元が負担するという方式でしょうか。

○矢内生涯学習課長 建物につきましては、まだ市の建物になっているので、まず解

体させていただいて、更地にいたします。不動産鑑定などもしまして、土地の価格を

決定して地元に有償譲渡という形をとりまして、それ以降は土地のほうが地元管理に

なってございます。その後、地元が市民活動課の補助金等も使いながら新しい公民館

を建てまして、それ以降は町内会、今は地元の運営委員会になりますが、荒川沖の東
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の１・２・３丁目が今使っておりますが、そちらで管理していただく流れになってい

ます。

○勝田委員 団体か何かを作ってもらってというような形ですか。

○矢内生涯学習課長 そのとおりでございます。

○福田委員 この建物のこれからのことについては分かりました。地元の町内会の皆

さんとの話合いが何度もされていると思いますが、了解されているのでしょうか。住

民の皆さんも含めて。

○矢内生涯学習課長 令和５年度にこの再編の方針が決まりまして、それ以降地元と

何回かお話をさせていただきました。３町内ありますので、３町内の総会のほうに顔

を出させていただいて、これまでの経緯や実際に今後どのように地元で管理していた

だくかという話合いを何度かさせていただいております。先ほど説明させていただき

ましたとおり、まだ資金的なものが少なかったものですから、１２年に地元へ移管し

まして、新しい公民館を建てながら管理していただくことに関しまして、おおむね了

解をいただいているところでございます。

○田中委員長 ほかにございませんか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つづきまして、新治トレーニングセンター整備事業の補正予算(案)

について執行部より説明をお願いいたします。

○日髙スポーツ振興課長 資料の②をお願いいたします。新治トレーニングセンター

整備事業の補正予算案について御説明いたします。１の補正の理由でございますが、

新治トレーニングセンターは昭和５９年に建設され、屋上の雨漏りを解消するため、

令和７年度当初予算に屋上の防水塗装工事を要求しておりましたが、アスベスト調査

が未実施で、アスベスト処分費の見通しが立たないことから、令和７年度予算計上は

先送りとしました。そのため、令和７年４月から６月にかけてアスベスト調査を実施

し、アスベストの含有なしが判明したことから、雨漏りによる侵食被害を防止するた

めに速やかに屋上の防水塗装工事を実施するための歳出予算を増額補正するもので

ございます。２の補正予算額につきましては、９款、５項、３目の体育施設費でござ

いますが、本事業の１４節工事請負費１，８４３万６，０００円を増額補正するもの

でございます。

○田中委員長 委員の皆様、何か御質問等ありますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つづきまして、財産の取得(校務用センターサーバ機器等)について執

行部より説明をお願いいたします。
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○郡司指導課長 それでは、資料の③を御覧ください。財産の取得(校務用センター

サーバ機器等）について御説明いたします。市内の全ての小中学校、義務教育学校２

３校において、職員室などに設置されている校務用パソコン、プリンター、また、教

育委員会のほうに設置されております校務用センターサーバが更新時期を迎えまし

たことから、機器の更新を行うものであります。機器の取得に当たりましては、賃貸

借契約期間満了後に本市に無償譲渡となることから財産の取得とみなし、また、予定

価格が２，０００万円以上の案件であることから、議会案件とするものであります。

先日８月４日に入札が行われ、現在は仮契約となっており、９月議会で議決後に本契

約に切り替わる予定であります。機器の使用及び数量につきましては、記載のとおり

となります。また、納入場所につきましては、各学校において校務用パソコンは常勤

職員１人につき１台、プリンターは職員室に２台、モノクロのプリンターとカラープ

リンターになります。また、保健室にカラープリンターを１台配置となります。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ございますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つぎに、報告関係に入ります。専決処分の報告(神立小学校管理瑕疵

に係る物損事故の和解）について執行部より説明をお願いいたします。

○山口教育総務課長 資料の④をお願いします。専決処分の報告(神立小学校管理瑕

疵に係る物損事故の和解）についてでございます。本件は、５月７日、水曜日、午後

２時頃発生いたしました。事故の概要といたしましては、職員が学校敷地内の除草作

業を行っていた際に、刈払機からの飛散物により隣接会社に駐車していた車両の後方

窓ガラスを破損させたものです。和解の概要につきましては、本市が加入している保

険から相手へ車両修理費として総額１２万８，８００円を支払い、示談となっており

ます。なお、再発を防止するため、刈払機の安全使用につきまして当該職員への指導

はもとより全学校に周知を行い、再発防止に努めてまいります。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ありますか。

○矢口委員 こういった事故は是非なくして欲しいというのは、これはもちろんです

し、一度事故を起こすと単に保険で支払うだけではなくて精神的な部分もありますし、

手間も当然掛かるところで、ちょっと現実的な話をしたいのですが、刈払機の石が飛

ぶのを防止するというのは一人でできるものなのでしょうか。道路際でやっているの

を見ると、一人の方がフェンスを持っていて、二人組でやっています。石が飛ぶのを

本当に防止しようとすると、ああするしかないのかなと思うのですが、実際に学校で

現実的な対策としてどういうふうにやっていくのかというのを教えてもらえますか。

○山口教育総務課長 実際に各学校では、学校管理委員が主体となりまして除草作業

をやっております。ほとんどの学校が１名体制ということで、管理職の先生などもサ
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ポートしながらやっているところですが、委員のほうからお話がありました、一人が

除草して、一人が飛散物が飛ばないようにシールドのようなものでガードするという

のが理想なのですが、実際はそこまでなされてないのが現実でして、そういった方法

を学校の教職員も少ない中で工夫しながら運営していますので、そういったことが可

能かどうか、また、他校と協力できるかどうかというところを今後提案させていただ

きたいと思います。

○矢口委員 本当に現実的には難しいですが、こういった事故が今回別の案件でも同

じようなものが専決でありました。こういった事故がないようにしていっていただけ

ればと思います。よろしくお願いします。

○福田委員 今の話の関連で、学校の用務員さんは今はいないのですか。

○山口教育総務課長 おります。現在は学校管理員という職名になっております。

○福田委員 仕事そのものをした方は職員の方ですよね。だから、職員がこういう作

業をやるのが現実なのですか。

○山口教育総務課長 学校管理委員が主体となってやっているようです。

○福田委員 そうすると、なかなか職員の皆さんも大変ですね。業者みたいな形にす

るというのは、お金が掛かるから駄目なわけですか。

○山口教育総務課長 学校管理員中心に除草作業をやっておりまして、各学校の草の

生えている状況や、敷地の広さが様々なもので、広い敷地でかなり１人では大変なと

ころに関しては学校の管理職の先生でサポートするような形はとっております。業者

委託なのですが、基本的には学校管理員の職務ということでやっております。ただ、

危険な箇所などについては、一部委託ということでやっている箇所もございます。

○田中委員長 ほかにありますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つぎに、その他に入ります。教育に関する事務の管理及び執行の状況

に係る点検・評価報告書(令和６年度分）について執行部より説明をお願いいたしま

す。

○山口教育総務課長 資料の⑤をお願いします。教育に関する事務の管理及び執行の

状況に係る点検・評価報告書についてでございます。本件の趣旨につきましては、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、前年度の事業に対する点検

評価を行っており、報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表することと

なっております。報告書策定に当たりましては、令和６年度の事務事業につきまして

教育委員会各課において自己評価を行った後、２に記載の３名の有識者から事業に対

する御助言をいただきました。この度報告書が完成いたしましたので、議会に提出を

させていただくものでございます。点検評価報告書は資料⑤－２に掲載してございま
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すので、後ほど御覧いただきますようお願いいたします。公表につきましては、市議

会終了後に市ホームページへの掲載及び市施設への報告書冊子の設置により公表す

る予定でございます。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ありますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つづきまして、土浦市立学校給食センター調理等業務委託プロポーザ

ルの実施について執行部より説明をお願いいたします。

○渡辺学校給食センター所長 資料⑥をお願いします。土浦市立学校給食センター調

理等業務委託プロポーザルの実施についてでございます。まず１の目的です。学校給

食の調理等業務につきましては、民間事業者に委託をしております。こちらの委託が

令和８年７月末で現契約の期間が満了となります。次期事業者の選定につきましても、

質の高い給食を安全、確実に児童生徒に提供するため、価格以外の実績、専門性や技

術力等の要素を含めた総合的な判断を行う必要があることから、プロポーザル方式に

よる業者選定を行うものです。２の委託期間につきましては、令和８年８月１日から

令和１１年７月３１日の３年間となります。３の選定検討委員会は、厳正かつ公平な

審査及び評価を行うために設置するものです。４の選定検討委員会の委員構成につき

ましては、土浦市立学校給食センター運営審議会の会長、学校給食センター栄養教諭

を含む計５名となっております。外部有識者の意見が反映できる体制をとっておりま

す。５のプロポーザル実施スケジュール予定でございますが、この後の９月に第１回

選定検討委員会を実施予定です。その場で実施要領及び仕様書等の審議を行います。

つぎに、１１月、１２月に第２回、第３回の選定検討委員会を実施してまいります。

令和８年１月に業者決定の予定でございます。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ありますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つづきまして、秋の文化芸術関連事業について執行部より順次説明を

お願いいたします。

○佐賀文化振興課長 資料の⑦をお願いいたします。秋の文化芸術関連事業でござい

ます。１番から７番のそれぞれの事業についてチラシがございますので、御覧いただ

きながら続けて紹介させていただきます。資料の⑦－２をお願いいたします。「世界

児童画展 超半世紀セレクション」を９月１６日から土浦市民ギャラリーで開催いた

します。世界児童画展は昭和４５年の大阪万博の時から始まり、毎年約４０か国の児

童画が集まり、国内外で展覧会が開催されています。今回はその５０年以上の歴代作

品約１００点を展示するものです。つづきまして、資料⑦－３をお願いいたします。

第２６回土浦薪能を１０月２日に亀城公園で開催いたします。例年、狂言に御出演い
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ただいている野村萬斎氏ですが、本年は能に出演いただくことになっております。演

目のあらすじはチラシの２ページ目に記載してございますので、後ほど御覧いただけ

ればと思います。資料の⑦－４をお願いいたします。土浦市文化祭の開催です。文化

祭は土浦市文化協会の加盟団体による文化芸術の発表の場となっており、生花や茶会、

音楽フェス、交響楽団など、１６の事業を１０月５日から１２月１４日まで、それぞ

れの会場で開催する予定でございます。

○比毛上高津貝塚ふるさと歴史の広場副館長 資料⑦－５をお願いいたします。上高

津貝塚ふるさと歴史の広場では、企画展「文字が語るもの」を開催いたします。この

展示では古代の土器などに書かれた文字に注目し、当時の社会を紹介いたします。展

示に伴い、記念講演会や歴史の絵柄で消しゴムはんこを作るワークショップ等を予定

しております。

○関口博物館副館長 つづきまして、資料⑦－６の上の部分を御覧ください。テーマ

展「土浦花火百年」を１０月１１日から開催いたします。土浦全国花火競技大会は大

正１４年の第１回大会の開催から数え、今年で１００年目の節目を迎えます。本展覧

会では、土浦の近代史をひも解きながら花火大会の歩みを振り返ります。つぎに、同

じく資料⑦－６の下の部分を御覧ください。特別公開「土屋家の刀剣－国宝・重要文

化財の公開－」を１０月２５日から開催いたします。土浦藩士を務めました土屋家の

刀剣８５振が市立博物館に収蔵されております。このうち国宝・重要文化財に指定さ

れた刀剣を中心に展示いたします。

○佐賀文化振興課長 資料の⑦－７をお願いいたします。第７８回「土浦市美術展」

を１１月２９日から土浦市民ギャラリーで開催いたします。一般公募をし、日本画・

洋画・美術工芸など、市民の芸術作品の発表の場と鑑賞する機会を設けるものです。

例年３００点以上の作品の出展がございます。以上、秋の文化イベントを是非御鑑賞

いただければと思います。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ありますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 以上で提出された資料の説明は終了いたしました。その他何か執行部

からございますか。

（「ございません」という声あり）

○田中委員長 委員の皆様から何かありますか。

○平岡委員 どうしてもちょっと気になったものですから、１点だけ再質問させてく

ださい。３番の神立小の物損事故の和解の件なのですが、それに関連して先ほども福

田委員からありましたが、管理員さんが一人でやっているのかという件についてです。

正直、先ほど管理職、いわゆる校長、教頭、教務辺りも除草作業をやりますよという
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ことだったのですが、それは本来の業務じゃないとは言えないのですが、やっぱり本

来の業務とは若干違うと思います。校長が毎日朝から晩まで草刈をやっていて、それ

は学校の管理にはならないですよね。もちろん教頭も教務もそうだと思うのですが、

やっぱり土地の広さに応じて管理員さんを二人体制に、お金の掛かることばかり言っ

て申し訳ないのですが、二人体制にするとか、工夫がこれから必要なのではなかろう

かというふうに思います。１点だけお聞きしたいのですが、東小学校の土手に今防草

シートが敷いてあるのですが、あれは市の予算でやったものですか。

○山口教育総務課長 東小学校の法面の部分は実は教育委員会ではなく、道路管理課

で委託を出していただいて、非常に綺麗にシートを張ってある部分ですので、業者に

委託をして実施したものです。

○平岡委員 なぜお聞きしたかと言いますと、学校によってはそういう危険な箇所が

あるんです。角度が急で。ちょっと人が草刈するのは困難だなと思われるところがあ

るのですが、今は管理員さんは会計年度任用職員ですよね。会計年度任用職員だから

無理な仕事はさせられないと言われたことがあります。万が一けがでもされたら困る

という御意見をいただいたことがあります。その管理員さんの立場を思って、私も今

どういう契約になってるかというのがよく分からないのですが、やっぱり管理員さん

にけがされてしまったら明日から本当に自分たちが困るということだと思います。そ

れで、無理はさせられないんですよという声を聞いたことがあります。ですから、そ

の他もろもろ学校現場の状況を考えますと、管理員さんに対する処遇や仕事の内容、

先ほども言いましたように、人数などを再度見直していただけると有り難いと思いま

す。

○山口教育総務課長 先ほど福田委員のほうにもお答えさせていただきましたが、危

険な箇所につきましては管理員さんということではなく、業者に委託できるような形

をとってまいりたいと思っております。管理員さんの人数についても検討してまいり

たいと思っております。よろしくお願いいたします。

○田中委員長 ほかに何かございませんか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 以上で教育委員会を終了いたします。お疲れ様でした。

(執行部入替え)
○田中委員長 つづきまして、保健福祉部の案件について協議を行います。資料は保

健福祉部をお願いいたします。早速、議案関係に入ります。まず土浦市療育支援セン

ター条例及び土浦市つくしの家条例の一部改正(案)について執行部より御説明をお

願いいたします。
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○白田障害福祉課長 療育支援センター条例及びつくしの家条例の一部改正につい

て御説明させていただきます。資料は保健福祉部資料の①をお願いいたします。まず

１番の改正の理由ですが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律、いわゆる総合支援法の一部改正に伴いまして、この法律の条項を引用していま

す本市の療育支援センター条例及びつくしの家条例の一部を改正するものです。２番

の改正の内容ですが、当該本市の条例は地方自治法２４４条の２で規定されています

設置及び管理に関する条例で、療育支援センターとつくしの家が行う事業内容も定め

ておりまして、その条項は総合支援法の一部を引用しております。このことから、こ

の度の総合支援法の一部改定を受けまして、事業内容を定めている箇所、条項の一部

を総合支援法の条項に合わせまして、改めるものになります。改正します箇所は資料

にありますとおり、療育支援センター条例は計画相談支援と基本相談支援の２か所、

つくしの家条例は就労継続支援の１か所でございます。３番の施行予定日ですが、総

合支援法の一部改正の施行日に合わせまして令和７年１０月１日といたします。資料

の２枚目を御覧いただきたいと思います。この資料は、この度の総合支援法の一部改

正のうち令和７年１０月１日を施行日とします改正箇所を抜粋したものになります。

資料の表題にありますとおり、既存の障害福祉サービス、こちらに就労選択支援が創

設されたものでございます。１番は総合支援法の第５条を抜粋したもので、表の向か

って左側が既存の条文、右側が改正後の条文になります。総合支援法５条の１３項に

就労選択支援を加えたことにより、元の１３項から２１項が一つずつ先に送られるも

のになります。これにより、条文を引用しています本市の二つの条例を改正するに至

ったものでございます。資料の２番は就労選択支援とは何かを説明したもので、就労

選択支援は既存の就労に関するサービスを利用する前に利用していただくサービス

になります。これまでは、就労継続支援Ａ型・Ｂ型を利用する前には就労移行支援を

利用していただいておりましたが、更にその前に利用していただくサービスになりま

す。資料の一番下に、就労選択支援と就労移行支援を併記した表がございますが、そ

れぞれの枠の一番下にサービスの内容を記載してございます。右側の就労移行支援は

一般就労に向けての知識や能力の向上を行うための支援、左側の就労選択支援は障害

のある方の自分の強みや特性を把握して最適な就労形態を選択するための支援にな

ります。この就労選択支援により、障害のある働く意欲のある方に対して自分に合っ

た働き方を見つける選択の機会の提供につながっていきます。資料の３枚目と４枚目

は、本市条例の改正を行います箇所のそれぞれの新旧対照表でございます。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ございますか。

(「なし」という声あり)
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○田中委員長 つづきまして、土浦市ふれあいセンター条例の一部改正(案)について

執行部より説明をお願いいたします。

○中山高齢福祉課長 それでは、２番目の土浦市ふれあいセンター条例の一部改正に

ついて御説明申し上げます。子供から高齢者までの幅広い年代で利用できるプールと

風呂を中心とした福祉施設であるふれあいセンターながみねにつきまして、昨今の人

件費や物価の高騰に伴い、現在の利用状況やサービス内容に合った料金体系となるよ

う、受益者負担の原則に基づき料金設定を見直し、条例の一部を改正するものでござ

います。２番目の改正内容につきましては、表記のとおりの利用料金に見直しをする

とともに、施設内のエリア、部屋などの名称も変更する予定でございます。新旧対照

表ということで現行と改正後の案ということになっておりますので、お願いいたしま

す。３番目の施行期日でございますが、令和８年４月１日でございます。なお、当施

設は管理運営を委託しておりますが、今年度が最終年度ということで、来年度からま

た新たな委託となりまして、改めて選定することとなります。今回の改正もそれに合

わせたものとなります。資料の２ページ以降は改正する条例案となっておりますので、

御覧いただければと思います。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ありますか。

○福田委員 私のほうでお聞きしたいのは、土浦市ふれあいセンターの条例の一部改

正についてということで先立っても説明を受けたのですが、一部改正の理由で、改正

の内容、改正した後の施行期日と右側の下の段、左側Ａが生きがい工房、Ｂが趣味の

部屋となっています。今度改正されるところが、コミュニティ室Ａ、Ｂの和室、Ｃの

会議室とありまして、ここが今までは無料で使っていたわけです。今度は、コミュニ

ティ室Ａは午前、午後、夜間も含めて２，２００円、Ｂのほうの部屋は午前、午後、

夜間も含めて１，１００円となっています。様々な物価高騰で、今いろいろ上がって

いるのは、この上の段は理解できるのですが、今まで無料だったところをいきなりド

ンとこういうふうにしてもどうなのでしょうか。今使っている方にはこれから説明に

入るわけですよね。その辺の理解は得られるのでしょうか。ちょっとその辺が心配で

す。

○中山高齢福祉課長 部屋貸しの利用料ということで、無料だったところについての

考え方でございますが、今まで料金の設定をしていなかったということで、利用者か

らは料金をいただくようなことがなかったのですが、市のほかの施設なども参考にし

ながら料金の設定をしたのですが、公民館などと同じように受付をした段階で料金が

発生しますということで説明をして御理解を得たいと考えております。今回の議会で

御承認をいただければ、１０月から早速、４月からこういうふうな料金体系でやりま

すよということで、半年間の周知期間を置いて、皆さんに御理解をいただくというこ
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とで、現在の事業者のほうとも周知の仕方について調整しているところでございます。

○福田委員 無料から今度お金をいただきますよと。使用頻度というのは、かなり今

まであったのですか。

○中山高齢福祉課長 使用頻度でございますが、一番利用が多かったのは多目的ホー

ルで、軽い運動ができる運動室が多かったのですが、会議室、和室などにつきまして

も、まず和室のほうでございますが、昨年度１年間で利用された総人数が９８４人、

団体数としては１３１団体という利用状況です。同じく会議室につきましても、利用

された方の延べ人数は１，４１６人、団体数としましては１０３団体ということにな

ってございます。午前、午後、夜間の内訳は料金をいただいていないので、そういう

集計の仕方はしておりませんが、部屋ごとの利用状況というのはそのような状況でご

ざいます。また、コミュニティ室でございますが、コミュニティ室につきましては、

１，６０４人、団体数にしては１３３団体ということになります。

○福田委員 分かりました。いずれにしても、よく理解されるように説明をしなけれ

ばならないと思います。業者との関係もあると思いますが、業者さんとも料金につい

てはいろいろ話合いをしているわけですか。

○中山高齢福祉課長 現在の指定管理をお願いしている事業者と打合せをいたしま

して、その中で利用状況も確認いたしましたし、料金設定をする場合、ほかの類似施

設の料金例などを参考にしながら、このぐらいの料金で利用していただければという

ところで調整をした金額でございます。

○福田委員 本当によく理解してもらうようにかなり事前に徹底をしないと、今まで

無料で、今度こういう区分けで上がるわけですから、その辺に十分配慮してやっても

らいたいと思います。

○吉田(千)委員 事前にも話を聞いていたところでございます。福田委員と関連する

状況がございますが、コミュニティ室や和室、会議室、多目的ホールもそうなのです

が、特に生きがい工房であるコミュニティ室や和室を常時使われている方々がいらっ

しゃるのだろうというふうに想像するのですが、そういう方々に事前にきっと考えて

おられるのだと思いますが、よく連携をとってその辺はなぜ今回こうなっているのか

ということ、上がるということはなかなか皆さん承認するのは難しいかもしれないで

すけど、こちらの意を尽くして進めていただきたいなと思います。その点については

どのように取り組まれようとしておられるのか、改めてお伺いできればというふうに

思います。

○中山高齢福祉課長 利用者への周知につきましては、まずは館内での周知というこ

とで、御承認いただければ先ほど申し上げたとおり１０月から早速周知して、半年間

の周知期間ということでとりたいと思っております。利用団体の方で定期的に利用さ
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れている方につきましては、今の指定管理者のほうで把握しておりますので、丁寧な

説明ができるかと思います。初めて使う方についてはどのぐらいの方がいらっしゃる

か分からないので、その方についても同様に、質問には真摯に答えるように対応をお

願いしていきたいと考えております。また、ホームページ等でも市民全体にも周知で

きるように努めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○吉田(千)委員 団体については指定管理者のほうでもよく把握しているというこ

とで、そういった方々への事前のアプローチというかお話ができる体制というふうに

お伺いしました。新規のほうはなかなかどういう方が来るか分かりませんので、そこ

は真摯に受けとめてお話くださるということですので、先ほど申し上げた団体様とか

そういったところはできる限り丁寧にお話していただければなと思いましたので、ど

うぞよろしくお願いしたいと存じます。

○福田委員 無料のところを例えば半額にするとどうなのですか。業務全体を回して

いく上で、半額ではとても間に合いませんよ、赤字が出てしまいますよという感じな

のですか。

○中山高齢福祉課長 今回料金を見直したとしても運営が黒字になるということで

はございません。指定管理料の委託料のほうが当然人件費や設備などのランニングコ

ストもありますので、料金を上げたところで黒字化するというものではございません。

ただ、今度の指定管理料の削減につながるものと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

○田中委員長 ほかにはよろしいでしょうか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つづきまして、令和７年度土浦市一般会計補正補正予算(第２回)

(案)(令和６年度決算に伴う精算事業)について執行部より説明をお願いいたします。

○中山高齢福祉課長 それでは、三つ目の案件でございますが、令和７年度土浦市一

般会計補正予算(第２回)(案)(令和６年度の決算に伴う精算事業)について御説明を

させていただきます。１番及び２番の補正の理由と概要でございますが、令和６年度

の介護保険料における低所得者の保険料軽減分に対する補塡といたしまして、既に歳

入している国・県からの負担分について、実績確定による歳入超過分の国・県への返

還金を今回計上するものでございます。３番の補正予算額につきましては、１段目の

国庫支出金返還事業分が４３万８，０００円、２段目の県支出金返還事業分が２１万

９，０００円でございます。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ありますか。

(「なし」という声あり)
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○田中委員長 つづきまして、令和７年度土浦市一般会計補正予算(第２回)(案)(老

人福祉施設開設準備経費助成事業及び地域密着型老人福祉施設整備推進事業)につい

て執行部より説明をお願いいたします。

○中山高齢福祉課長 それでは、４番目の項目になりますが、令和７年度土浦市一般

会計補正予算(第２回)(案)(老人福祉施設開設準備経費助成事業及び地域密着型老人

福祉施設整備事業)について御説明させていただきます。１番の補正の理由でござい
ますが、第９次土浦市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に位置付けられた介護施

設の新設、既存の介護施設におけるＩＣＴ導入について、茨城県地域医療介護総合確

保基金事業補助金を活用しまして、事業者へ必要な経費の補助を行うものでございま

す。いずれの施設においても令和７年度中の工事着工を予定しており、着工に当たり

市からの事業者への補助金交付決定が必要となるため、今回補正を行うものでござい

ます。２番目の補正の概要でございますが、(１)の老人福祉施設開設準備経費助成事

業につきましては、介護付有料老人ホームと認知症高齢者グループホームの新設及び

特別養護老人ホームの大規模修繕に合わせて行うＩＣＴ導入に必要な経費への補助

となります。(２)の地域密着型老人福祉施設整備推進事業につきましては、認知症高

齢者グループホームの建築整備の工事費への補助となります。３番の補正予算額でご

ざいますが、これらの補助金につきましては全額県からの補助でございまして、歳入

は県支出金に計上されます。次のページの歳出は併せて同額を計上するものでござい

まして、歳入歳出ともに１億４，７７５万２，０００円でございます。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ありますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つづきまして、令和７年度土浦市介護保険特別会計補正予算(第１

回)(案)(令和６年度決算に伴う精算事業)について執行部より説明をお願いいたしま

す。

○中山高齢福祉課長 ５つ目の項目でございます。令和７年度土浦市介護保険特別会

計補正予算(第１回)(案)(令和６年度決算に伴う精算事業)について説明させていた

だきます。こちらにつきましては、令和６年度の介護給付費が確定したことにより精

算を行うものでございます。介護保険の制度では事業の翌年度に精算することとなっ

ておりますので、例年この第３回の定例会にて補正をお願いしているところでござい

ます。１番の補正理由につきましては、国・県などの負担金・交付金、一般会計繰入

金について実績額が交付額を下回ったことから、超過受入分について返還するもので

ございます。また、国庫補助金及び県補助金につきましては地域支援事業の実績額が

交付済額を上回ったことから追加交付を受けまして、介護給付費準備基金への積立て

をするために増額補正をお願いするものでございます。２番の決算状況につきまして
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は、歳入が１２８億９，２７４万１，０００円余りで、対前年比で２．５％の増とな

ります。歳出につきましては１２８億３２５万９，００４円ということで、こちらに

つきましても対前年比２．７％の増、歳入歳出差引額でございますが、８，９５０万

２，０００円余りということで、こちらのほうにつきましては、７．１％の増となり

ます。３番の補正予算額につきましては、歳入歳出ともに９，７８６万８，０００円

を増額するものでございます。歳入の３款、２項国庫補助金は、地域支援事業交付金

の実績による追加交付分の増額、５款、２項県補助金も同様でございます。８款、１

項繰越金につきましては、介護保険料の余剰金や国や県への返還金を前年度から繰り

越したものでございます。歳出におきましては、４款、１項基金積立金、支払基金追

加交付分の基金の積立て、５款、１項償還金及び還付加算金は国・県等への負担金・

交付金の実績による超過分の返還、同じく２項繰出金につきましては一般会計の実績

による超過分の返還及び重層的支援体制整備事業への追加繰出しでございます。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ありますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つづきまして、令和７年度土浦市国民健康保険特別会計補正予算(第

２回)(案)(令和６年度決算に伴う精算事業)について執行部より説明をお願いいたし

ます。

○武井国保年金課長 資料⑥をお願いいたします。令和７年度土浦市国民健康保険特

別会計補正予算(第２回)(案)(令和６年度決算に伴う精算事業)について御説明いた

します。１番の補正の理由でございますが、令和６年度土浦市国民健康保険特別会計

の決算に伴う剰余金を繰り越し、財政調整基金へ積立てするための増額補正を行うも

のでございます。２番の決算状況でございますが、令和６年度歳入額は１３０億４，

１３８万２，５０８円、令和６年度歳出額は１２９億６，６９０万８６７円でござい

ます。この差引額７，４４８万１，０００円を前年と比べますと、２４４．７％の増

となっております。この増につきましては、令和６年度に税率改正を行ったことによ

る増となっております。３番の補正予算額でございますが、歳入では繰越金として補

正予算額７，４４８万１，０００円を増額し、補正後の予算額を７，４４８万２，０

００円とするものでございます。歳出では、基金積立金として歳入と同額の補正予算

額７，４４８万１，０００円を増額し、補正後の予算額を７，４４８万２，０００円

とするものでございます。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ございますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つづきまして、令和７年度土浦市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第２回)(案)(令和６年度決算に伴う精算事業)について執行部より説明願います。
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○武井国保年金課長 つづきまして、資料⑦をお願いいたします。令和７年度土浦市

後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回)(案)(令和６年度決算に伴う精算事業）に

ついて御説明いたします。１番の補正の理由でございますが、令和６年度土浦市後期

高齢者医療特別会計の決算に伴う剰余金を繰り越し、一般会計へ繰出しするために増

額補正をお願いするものでございます。後期高齢者医療特別会計の保険料以外の歳入

は主に一般会計からの繰入れであり、国保特別会計と違い基金を設けていないことか

ら、決算剰余金を全額、一般会計へ返還するものでございます。２番の決算状況でご

ざいますが、令和６年度の歳入額が２５億５，９７２万９，１４４円、令和６年度歳

出額は２５億５，３８２万２，２７８円、歳入歳出差引額は５９０万６，８６６円で

ございます。３番の補正予算額でございますが、歳入で繰越金として補正予算額５９

０万６，０００円を増額し、補正後の予算額を５９０万７，０００円とするものでご

ざいます。歳出は一般会計繰出金として歳入と同額の補正予算額５９０万６，０００

円を増額し、補正後の予算額を５９０万７，０００円とするものでございます。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ありますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つづきまして、令和７年度土浦市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第２回)(案)(後期高齢者医療保険料還付事業)について執行部より説明をお願いい

たします。

○武井国保年金課長 資料⑧をお願いいたします。令和７年度土浦市後期高齢者医療

特別会計補正予算(第２回)(案）(後期高齢者医療保険料還付事業)について御説明い

たします。１番の補正の理由でございますが、後期高齢者医療制度において資格喪失

や所得の変更等により被保険者の保険料に過誤納が発生した場合、還付処理を行うに

当たり、予算に不足が生じる見込みであることから、増額補正を行うものでございま

す。なお、還付した保険料につきましては、茨城県後期高齢者医療広域連合へ請求し、

保険料還付金として市へ償還されます。２番の補正の概要ですが、後期高齢者医療保

険料還付経費、令和７年度末までの不足見込額として８６万７，０００円が不足する

見込みとなっております。補正時見込額３２１万６，０００円から当初予算額１８２

万５，０００円と予備費充用分の５２万４，０００円の差引額８６万７，０００円が

今回増額補正をお願いするものでございます。３番補正予算額でございますが、歳入

につきましては、今回の補正額８６万７，０００円を増額し、補正額後の予算額を２

６９万２，０００円とするものでございます。歳出も同じく今回の補正額８６万７，

０００円を増額し、補正後の予算額を２６９万２，０００円とするものでございます。

○田中委員長 委員の皆様質問等ありますか。

(「なし」という声あり)
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○田中委員長 以上で提出された資料の説明は終了いたしました。そのほか何か執行

部からありますか。

○川村社会福祉課長 令和７年度戦没者追悼式について口頭にて御報告をさせてい

ただきます。戦没者追悼式は先の戦争で犠牲となられた方の御遺族をお招きして毎年

実施しているものでして、今年は１０月１２日、日曜日、午後２時からクラフトシビ

ックホール土浦で挙行を予定しております。詳細につきましては後ほど御案内いたし

ますので、よろしくお願いいたします。

○中山高齢福祉課長 つちうら認知症バリアフリー月間について御案内させていた

だきます。本市は令和５年に県内初となるつちうら認知症バリアフリー宣言をいたし

まして、毎年９月を認知症バリアフリー月間として、土浦駅前でのオレンジライトア

ップを始め、啓発ポスターの掲示や横断幕の設置など、認知症の正しい知識の普及と

啓発に取り組んでおります。今回予定しているものの中から主なものを３つほど御紹

介させていただきます。一つ目がオレンジライトアップでございます。９月１日から

３０日までの期間中、西口ペデストリアンデッキのスカイリングと透明なエレベータ

ー、大屋根広場をオレンジ色の照明で照らすものでございまして、点灯時間は１７時

から２０時でございます。二つ目が今お配りしたチラシのつちうら認知症バリアフリ

ー市民講演会でございます。来る９月６日、土曜日、１４時からクラフトシビックホ

ール土浦で開催いたします。講師には若年性認知症の当事者でありながら一般社団社

団法人セカンド・ストーリー代表を務め、全国各地を公演活動をされております山中

しのぶ先生をお迎えいたします。認知症になってからのセカンド・ストーリーと題し

て認知症当事者の方の生の声を聞くことができる貴重な講演でございます。是非多く

の皆様に御来場いただけるようお待ちしております。三つ目がオレンジライトアップ

のＹｏｕＴｕｂｅ配信でございます。世界アルツハイマーデー、認知症の日に合わせ

まして９月２１日、日曜日、１９時から公益社団法人認知症の人と家族の会が全国各

地のオレンジライトアップの模様を中継し、ＹｏｕＴｕｂｅにて生配信をするもので

ございます。家族の会茨城県支部からの要請で本市でもエントリーしたところ、全国

１７か所の一つに選定されました。当日は茨城県支部の代表の方と市長を中心に、西

口ペデストリアンデッキからの中継を行います。

○田中委員長 ほかにございますか。

(「ございません」という声あり)

○田中委員長 委員の皆様から執行部に何かありますか。

○矢口副委員長 私のほうから難聴の方の助成ができないかというお話をさせてい

ただきたいと思います。難聴の方というと補聴器が一般的ですが、本市で補聴器の助

成はもう既に行われております。今回私がお話をさせていただくのは、人工内耳、頭
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蓋骨に穴を開けて耳の奥まで音をするものを届けるものがあって、こちらをやられて

る方から私のほうに相談があったので、今日お話をさせていただいております。人工

内耳の方は障害者手帳をお持ちに基本的になっております。人工内耳のどんな助成を

求められているかというと、電池交換の部分です。お伺いしたところ、電池交換が埋

め込んで、最初は３年持つのですが、以降１年ごとに電池交換をしなければいけない。

そして、その費用が２万円で、両耳で４万円毎年掛かっていくということでした。確

かに結構な負担なのですが、電池交換に対する助成が実は県内ではもう既に幾つもの

市で行われておりまして、その資料はもう既に白田課長のほうにお渡しさせていただ

いているところではあるのですが、お金が掛かる話ですので、今すぐにというのはも

ちろん難しいと思いますが、まず人工内耳によって障害者手帳をお持ちの方が一体ど

のぐらいいるのか、人数が把握できるのかどうかお伺いしたいと思います。

○白田障害福祉課長 ただ今お話いただきました土浦市内でどのくらいの人がいら

っしゃるか、人工内耳を装着している方の人数かと思います。本市では、聴覚障害者

の人数はもちろん把握しております。ただ、どういう理由によって障害になっている

のか、今回でいいますと人工内耳によって障害手帳を取ったという経緯については集

計は現在しておりません。ただ、個人個人の障害者手帳申請時の資料はもちろん保存

してございますので、それを１件ずつ当たれば、人数は把握できるかと思いますので、

ちょっとお時間をいただいて調べた上で、御回答させていただければと思います。

○矢口副委員長 是非その点はお願いしたいと思います。お金の掛かるというお話を

させていただいたところなのですが、おそらくこの人工内耳を使っていらっしゃる方

の絶対数はそんなに多くないということは、予算的にもそんなに大きく掛からないと

思いますので、まず人数の把握からだと思うのですが、毎年それなりの金額が掛かっ

ていく、それに対しての予算措置というのが全体的に多くないのであれば、比較的や

りやすい助成の内容だと思いますので、是非御検討いただきますようにお願いして、

この場はこれで終わりにさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○田中委員長 人工内耳の件で、最初に付けたものだと３年持つということですが、

電池交換が１年ごとということであれば、最初のときの３年持つ電池もあるのかなと。

ただ、１年ごとに点検的なものをしたほうがいいのかなというので、１年なのか。そ

の辺を教えてもらえますか。

○白田障害福祉課長 詳しく装置自体の性能というのは存じておりませんで、人工内

耳の現在のものが医療行為として確か保険適用で最初装着されるものかと思います。

厚生労働省によると、人工内耳自体が身体障害者の用具としては現在定めておりませ

んで、おそらく他の自治体が現在行っているというのは自治体独自のものかなと思い

ます。３年か１年かなのですが、電池交換のときには大体充電タイプと消耗する電池
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と２種類あって、充電が４００回ぐらいで駄目になってくる。１日１回だと、ほぼ１

年ぐらいで駄目になるというのが多分その辺りかなと思います。多分最初の電池性能

の差なのかなとは思われるのですが、詳しい情報がちょっと分からないもので、申し

訳ございません。

○吉田(千)委員 聞き漏れてしまいまして、大変恐縮でございます。④の老人福祉施

設の件でございます。補正の概要のところですが、老人福祉施設開設準備経費助成事

業ということで、介護付有料老人ホームの新設、認知症高齢者グループホームの新設、

その下にも認知症高齢者グループホーム新設とあるのですが、この新設というのは何

件で、どこの事業者というか、お名前がもし分かるようであれば教えていただきたい

と思います。それから、(１)の②なのですが、ＩＣＴ導入の必要な経費の補助という

ことで、特別養護老人ホームで行うよということで伺いました。この辺は件数という

か、どのぐらいの老人ホームが対象となるのか、もし分かれば教えていただければと

思います。

○中山高齢福祉課長 それでは、補正の概要のところの２番のところでございますが、

まず(１)の介護付有料老人ホームにつきましては、現在の計画では小山崎のほうに予

定しておりますハートワンさんの土浦小山崎というところで、事業者は社会福祉法人

一行会というところでございます。②番のグループホームのところでございますが、

けあビジョンホーム土浦という仮称になっておりまして、整備予定地は藤沢で、事業

者は株式会社ビジュアルビジョンというところでございます。(２)のＩＣＴ機器でご

ざいますが、こちらにつきましては本郷にございます特別養護老人ホームのシルトピ

アでございまして、こちらは定員当たり単価といたしまして、３５万２，０００円と

いうことになりまして、６０定員分ということになりますので、２，１１２万円の予

算を計上するものでございます。

○吉田(千)委員 ②の特別養護老人ホームＩＣＴ導入ということなのですが、これは

件数としてどのぐらいあるものなのか、分かりましたら教えてください。

○中山高齢福祉課長 今回は手を挙げていただいたのが１事業者ということでござ

いまして、こちらは定員が１８定員分申請のほうが出ております。

○田中委員長 ほかに何かありますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 以上で保健福祉部を終了いたします。お疲れ様でした。

(執行部入替え）

○田中委員長 つづきまして、こども未来部の案件について協議を行います。資料は、

こども未来部をお願いいたします。早速、議案関係に入ります。まず土浦市乳児等通
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園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について執行部より説

明願います。

○塚本保育課長 資料①－１をお願いいたします。土浦市乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の制定について御説明をいたします。本条例の制

度であるこども誰でも通園制度は、令和８年度から全国の市町村で本格実施となる新

制度でございます。はじめに、別添資料①－４のこども家庭庁のリーフレットにて制

度の概要を説明させていただきたいと存じますので、お手数でも資料１－４をお願い

いたします。１ページ目をお願いいたします。こども誰でも通園制度は政府において、

子ども・子育て政策の抜本的強化を検討される過程の中で、０歳から２歳児の約６割

を占める保育所等に通っていない子供を含め、子育て家庭の多くが孤立した育児の中

で不安や悩みを抱いており、就労要件を問わず全ての子供の育ちを応援し、全ての子

育て家庭に対する支援を強化することが強く求められ、令和５年６月にこども未来戦

略方針においてその創設が打ち出されたものでございます。令和８年度から全国の市

町村で本格実施されることとなっております。保育所に通っていない生後６か月から

満３歳未満の児童が対象となります。利用方法は、月１０時間の枠内で時間単位で柔

軟に利用可能です。２ページ目をお願いいたします。この制度は、全ての子供の健や

かな育ちを支援することを目的としており、本制度を利用することで、子供にとって

は家庭とは異なる環境で様々な人と関わる経験を得ること、同年齢の子供との交流を

通して豊かな成長機会が得られることなどが挙げられます。また、保護者にとっては

保護者が専門職と関わることで、孤立感や不安を軽減するとともに、月に一定時間で

も子供と離れ、自分のための時間を過ごすことで、育児に関する負担軽減が図れるこ

とが期待できます。さらに、事業者保育者にとっては地域の中でその専門性をより広

く発揮できる機会となります。３ページ目をお願いいたします。実施事業所としては

公立、私立を問わず保育所や認定こども園など、基準を満たす場合には認可を受ける

ことが可能です。今回制定する本条例は、市がこども誰でも通園制度の事業を実施す

るに当たり、設置認可を行うための基準を定めるものでございます。４ページについ

ては制度を実施する際の検討内容が、５ページ目には事業実施に当たっての留意事項

が記載されております。５ページ下段の通園初期の対応としては、親子通園を取り入

れることで、親子にとっても、保育者にとっても安心につながることが期待されます。

先行自治体においても親子通園を実施しており、親子通園は親にとっても子供を安心

して託せる移行期間として必要であったとのことから、本市においても親子通園を実

施した上で、子供単独の預かりに移行してまいりたいと考えてございます。次ページ

以降の詳細については後ほど御覧ください。説明が長くなりますが、資料①－１にお

戻りいただきたいと思います。１の制定の理由から２のこども誰でも通園制度につい
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ての(１)から(４)は先ほどの説明と内容が重複いたしますので、割愛をさせていただ

きます。(５)の事業実施となる令和８年４月までの今後のスケジュールでございます

が、９月議会において本条例の議決をいただいた後、認可等に関する申請様式等も含

めました詳細事項を定める土浦市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱を定め

る予定でございます。その後、民間からの事業開始の申請があった際には、１１月に

予定されております子ども・子育て会議への意見聴取を行った上で、事業開始となり

ます。また、３月議会では本事業に関する確認基準等の条例を上程する予定でござい

ます。３点目、制定の内容についてでございます。条例では、この制度を実施するに

当たって必要となる設備や運営の基準を定めることとしております。具体的な条例の

内容につきましては、別添資料①－３の制定内容説明書に記載してございます。４点

目、本条例の施行は公布の日から施行する予定でございます。５点目として、添付資

料といたしまして、別添資料①－２に制定案文を、別添資料２－３に制定内容説明書

を掲載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ありますか。

○福田委員 こども誰でも通園制度が来年から実施ということで、今説明を受けただ

けでもかなり膨大な資料です。実際これから受入体制も含めて、土浦でこれから検討

が具体的に始まると思うのですが、２つほどお聞きします。これが実施に移って、民

間の保育所、市の保育所を利用していない家庭といいますか、子どもたちは大体何人

ぐらい予想されるのか。正確な数字ではなくて構わないです。大体どのぐらい予想さ

れるのか。それから、現在の保育所で民間も含めて新しい制度が取り入れられるわけ

ですね。そうすると、今現実に在園している保育の子供たちは、集団でいろいろやっ

ているから良いのですが、今度新たにこれからここに入ってくる子供たちというのは

ほとんど家庭で面倒を見ていて、今度新たに保育所には全く初めて来るわけですから。

これは受入側の保育士さんも本当大変なことが予想されます。受入体制も含めて相当

関係者のところでしっかり対応策をやらないと、今ある保育所でも保育士が足りない

というところが何か所かありますから。その上でこういう新しい制度になるわけです

から。準備に当たっていろいろ御配慮をお願いしたいと思います。

○塚本保育課長 ただ今の福田委員の２点ほどの御質問の中でまず１点目で、実際に

民間若しくは市の保育所を利用してない家庭はどのぐらいなのかということになる

のですが、令和７年の大体４月１日からの市内６か月間に２歳児を住民基本台帳から

算出しましたところ、実際１，９００人程度、１，９７０何人になるのですが、ここ

から保育所に入所している児童が４月１日で１，０６５人なので、単純に差し引いた

対象児童というのは大体９００人です。国では先ほど御説明させていただきましたと

おり、６割というお話をさせていただいたと思うのですが、土浦市の場合にはこれよ
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りも若干数字が変わりまして、入所していない児童から算定すると４６％という形で、

土浦市のほうが保育所に通っている児童は全国平均からは高いのかなというのが、今

推察されるところなのですが、ここからどのぐらいの方が通ってくるかというところ

で、実際に７月の民間保育所長会議でこの制度について御説明を事前に説明をさせて

いただいて、準備ができたところからというように実際にはなるかと思いますが、今

のところ民間のほうからはなかなか状況が難しいということで、現時点では国のほう

の制度をよく見ながらという形で、手を挙げていただいている民間保育所はないよう

な状況です。ただ、制度的には現在一時保育等をしておりますので、その一時保育と

重なったような形で制度ができるような保育士の配置なのですが、一時保育がいる場

合や通常保育の中でその基準まで達していなければ、その部屋の中に入れて一緒に保

育ができるというような制度で、国のほうも柔軟にそこは対応できるような制度にな

っていますので、今後徐々に浸透して広がっていくのかなと思っています。そうした

中で、本市では土浦市の公立では認定こども園の土浦幼稚園のほうで次年度の事業実

施に向けて準備を進めている状況でして、まずは土浦市の公立保育園のほうで実施し

まして、成功体験をした上で民間事業のほうにもそういった成功事例をお示しするこ

とで、やりやすくなっていくのかなと、事業の展開をしていければと考えております。

○矢口副委員長 この制度を完全になかなか理解できないので、改めてこの内容をも

う少し質問させてください。まずこの制度は、全国の自治体一斉に始まるものなので

しょうか。そして、２点目として、この制度を利用するのは手を挙げた施設がこの制

度を利用するということなのでしょうか。その園、施設の既存の利用者、いわゆるフ

ルタイムと言っていいのでしょうか、通常フルに使っている方と誰でも通園制度を利

用するパートタイム的にそこに子供たちが入っていて、今日同じ施設の中でもしかす

るとお部屋も一緒で、おそらく園の中は年齢で区分けされていると思いますが、そこ

に一緒になっていくものなのか。そういう理解でよろしいのでしょうか。

○塚本保育課長 国においては、全国一斉にこの制度を開始するというような形で示

されております。ただ、全部の園がというわけではなくて、全国一斉にこの制度が始

まるという認識でございます。手を挙げた園がやるのかとなると、基本的にはそうい

った形になると思います。あくまでも保育士の体制や園の部屋の状況など、そういっ

た形で余裕があるところが手を挙げてくるかと思いますので、手を挙げた事業所に対

しては、こちらで認可基準に認められれば認可をして、事業を実施していただくよう

な形になります。お子さんの預かり方は、園によって、それぞれの事業実施によって

変わってくるかと思いますが、先ほど１例として申し上げたのは既存の利用の中に入

っていくというケースも考えられますが、実際に初めてのお子さんに対しての親子支

援という部分もありますので、親子での最初の面談をした上で徐々に、月に１０時間
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ですので、それを平均すると、例えば１日１時間ですとか２時間で、月５回程度には

上限になってしまいますので、普通のお子さんよりは途中入って出てという短時間で

すので、どちらかというと一時保育をやっている事業所のほうが実質的にはやりやす

いのかなとは思っておりますが、既存の中に入ることも可能としておりますので、事

業所さんで手を挙げられた場合にはそういったところを含めて、こちらも十分に制度

を説明した上で、無理のない範囲で実施していただいていくように指導してまいりた

いと考えております。

○矢口副委員長 先ほど土浦幼稚園でまず成功体験をというお話があったと思いま

すが、これからどういうふうな設計、もちろん人の配置も含めて詳細が決まっていく

と思いますので、また形ができてきた時点で、是非御説明いただければ有り難いと思

います。

○塚本保育課長 人的措置も含めて要望しておりますので、改めて決まりましたら、

制度開始前に御説明できればと思いますので、よろしくお願いします。

○田中委員長 ほかにありませんか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つづきまして、土浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部改正について執行部より説明をお願いいたし

ます。

○塚本保育課長 それでは、資料の②－１をお願いいたします。土浦市特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正案につ

いて御説明させていただきます。特定教育・保育施設は保育所、認定こども園、幼稚

園等を指し、特定地域型保育事業は小規模保育事業や事業所内保育事業等が該当して

おりまして、本条例は保育所認定こども園等の運営に関する基準を定めた条例でござ

います。１の改正の理由でございますが、令和７年４月２５日に児童福祉法等の一部

を改正する法律が公布され、それに伴い、子ども・子育て支援法の一部も改正される

こととなりました。この改正によりまして、本条例において引用している条項にずれ

が生じることから、整合性を図るため、条例の一部を改正するものでございます。２

の改正の内容ですが、本条例第２条では用語の定義を各号で定めておりますが、その

うち第１項、第２３号において引用している子ども・子育て支援法第４３条、第２項

が法改正により４３条、第４項へと変更されるため、これに合わせて引用条項を改め

るものでございます。詳細は、３に記載の新旧対照表のとおりでございます。本条例

の改正は、子ども・子育て支援法の一部改正施行日に合わせまして、令和８年４月１

日から施行いたします。別添資料②－２に改正案文を掲載しておりますので、後ほど

御確認いただければと存じます。
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○田中委員長 委員の皆様、質問等ありますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つづきまして、産後ケア事業の補正予算(案)について執行部より説明

をお願いします。

○直井こども包括支援課長 それでは、資料３を御覧ください。産後ケア事業の補正

予算をお願いするものでございます。産後ケア事業は、妊産婦の産後の心身の負担の

軽減を目的とする事業で、広く産後ケアを必要とするものを対象に、産婦の健康管理、

生活指導、育児指導などを短期入所型や通所型等の医療機関などで実施するものとな

っております。希望する方が事業を利用しやすくするように、利用料の減免補助を行

ったり、委託契約期間を増やすなどの対応しておりますが、今年度の短期入所型、通

所型について利用希望者の顕著な増加が見られておりますので、補正をお願いするも

のでございます。事業概要のところにもありますが、見込みがショートステイと定期

ケア短期通所型が非常に増えておりまして、具体的には４月から６月の３か月で短期

入所型が３０件、通所型が２７件となっておりまして、執行率が当初予算の４９．７％

となっておりますので、このペースで進むとなると、年間利用が短期入所型が１０２

件、通所型デイケアが９７件、居宅訪問型といいまして助産師のほうの訪問というの

がまだないものですから１件と見込みまして、今回増額補正をお願いするものでござ

います。歳入としましては、国から２分の１、県から４分の１の補助があります。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ありますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つづきまして、不妊治療費助成事業の補正予算(案)について執行部よ

り説明願います。

○直井こども包括支援課長 資料の④を御覧ください。不妊治療費助成事業でござい

ますが、本市におきましては、令和４年度より不妊治療が保険適用になったことに伴

い、平成２３年度から特定不妊治療費助成事業を行っておりましたが、令和３年で終

了しました。今年度、茨城県が不妊治療のうち医療保険適用の生殖補助医療と併用し

て行う保険適用外の先進医療に関わる費用助成について、市町村への助成を開始いた

しました。その制度を利用しまして、妊娠を望み不妊治療に取り組む夫婦の経済的負

担を軽減するため、新規事業としてこの事業を実施するものでございます。県が２分

の１を補助するというものでございます。助成金額に関しては、１回の治療に対し４

万円、治療開始日の年齢により回数が３回、６回というふうに設定します。年間８０

回の利用を想定いたします。この根拠としましては、先ほど申しました不妊治療が保

険適用になった時の最終年度の実績が２０９回であったことから、保険適用の不妊治

療を行うもののうち約３８％が先進医療を組み合わせているというデータもあるも
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のですから、２０９回掛ける３８％という形で、最大８０回という形で積算しまして、

今回上げさせていただきました。４万円のものですから、４掛ける８０で３２０万円

というふうに支出のほうがあります。先ほど申したとおり、県のほうで半分の補助が

あるということなので、歳入のほうはそのように上げさせていただきました。２ペー

ジには、県のこの不妊治療費助成事業のスキームがありますので、御参照ください。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ありますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つづきまして、放課後児童クラブ・放課後子供教室推進事業の補正予

算(案)について執行部より説明をお願いします。

○塚本保育課長 資料５をお願いいたします。放課後児童クラブ・放課後子供教室推

進事業の補正予算案でございます。１の補正の理由でございますが、昨年度に整備し

ました神立小学校第４児童クラブに係る国庫交付金、子ども・子育て支援施設整備交

付金につきまして、事業費確定による実績精査の結果、交付金の一部を返還する必要

が生じたため、歳出予算の増額補正をお願いするものでございます。詳細については

２の補正の概要にございますとおり、令和６年度において当該交付金として概算払い

で２，５７２万円を受領しておりましたが、実績額が２，４０４万２，０００円に確

定したため、差額である１６７万８，０００円の超過交付分を返還することとなりま

した。歳出科目等につきましては、補正予算額に記載のとおりで、今回補正額に記載

の１６７万８，０００円でございます。なお、本事業につきましては県負担分がござ

いますが、こちらにつきましては６年度中の実績払いのため補正はございません。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ありますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 つぎに、その他に入ります。千鳥ケ丘保育園に係る新園舎整備の進捗

状況について執行部より説明願います。

○細野こども政策課長 今年４月１日に民間移管しました千鳥ケ丘保育園の新園舎

整備工事の進捗状況を御報告させていただきます。資料は⑥を御覧いただきたいと思

います。このことにつきましては、６月にも事前委員会で御報告をいたしましたが、

現在の工事の進捗状況をお伝えいたします。工事は４月２１日に着工しまして、７月

から地盤改良工事、基礎工事等に入っております。工事の進捗状況については、祥風

会と連絡を密に取り確認をしておりますが、こども政策課においても月に２回程度の

現地確認を行っておりまして、工事は工程表どおりに順調に進んでいることを確認し

ております。建物は木造平屋建てとなっておりまして、今後は工事着工から約８か月

で工事完了ということで、あと３か月半ほどで建築工事が完了しまして、その後に消

防の検査、建築検査等を行いまして、１２月２８日に引渡しという予定になっており
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ます。来年１月に竣工式を行いまして、その後に新園舎での保育を開始する予定とな

っております。こちらについては、日程が分かり次第、委員の皆様にお伝えしたいと

思っております。資料の写真は、８月１５日に撮影しました工事現場の状況で、基礎

配筋工事、擁壁工事の状況になっております。先週末に現場を確認した時には、木工

事に入っておりました。資料の２ページについては新園舎の建設になっておりまして、

現在の保育園から２００メートルほど離れた場所にございます。

○田中委員長 委員の皆様、質問等ありますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 以上で提出された資料の説明は終了いたしました。そのほか何か執行

部からありますか。

（「ございません」という声あり）

○田中委員長 委員の皆様から執行部に何かありますか。

(「なし」という声あり)

○田中委員長 ないようですので、以上で文教厚生委員会を閉会いたします。


